
 
 
 
 
 
 

資料２ 

 

住民基本台帳法の 

改正について 



① 外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を目的として、外国人住民を住
民基本台帳法の適用対象に加える。（施行期日：入管法等改正法の施行日(公布後３年以内の政令で定める日)）

 外国人住民に係る住民票を作成し、各種行政事務の処理の基礎とする。
 外国人住民に係る手続のワンストップ化を図る。

② 他の市町村へ住所を移した場合でも引き続き住民基本台帳カードを使用することがで
きるようにする。(施行期日：公布後３年以内の政令で定める日)

 住民基本台帳カードを交付した市町村長への返納義務を廃止する。
 転入地市町村長に対し住民基本台帳カードを提出することで継続使用が可能となる。

※ ①に関係して、現行の外国人登録制度を廃止し、法務大臣が適法に在留する外国人に対して空港等で在留カード等を発行する「出入国管理及び難民認定法及
び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」も、平成２１年７月１５日に公布された。

・中長期在留者（在留カード交付対象者）、特別永住者 等住民票を作成する対象者

住民票の記載事項 ・氏名、生年月日、性別、住所等のほか、外国人特有の事項である「国籍等」、在留カード
に記載されている「在留資格」「在留期間」等を記載

法務大臣からの通知 ・在留資格の変更、在留期間の更新により、外国人住民に係る住民票の記載事項の修正等が
必要な場合に、法務大臣から市町村長へ通知

その他 ・外国人と日本人で構成する一の世帯（複数国籍世帯）の正確な把握が可能
・閲覧制度、住民票の写し等の交付制度、市町村長の調査権や職権による住民票の記載の修正、住民基本台
帳ネットワークシステム、住民基本台帳カードに係る規定について、日本人と同様に外国人住民にも適用

住民基本台帳法の一部を改正する法律の概要

＜改正概要＞
（平成２１年７月１５日公布）

【外国人住民関係の改正内容】



外国人住民に係る住民基本台帳制度の位置付け（イメージ）

現行制度 新制度

在

留

管

理

住
民
行
政

【住民基本台帳制度（外国人住民）】
（市町村の自治事務）

・外国人住民に係る住民票の編成、記録の適正な管理

・外国人住民に係る住民票への記載のための届出

・各種行政サービスへの活用（手続のワンストップ化）

（市町村の自治事務）

外登法により登録されている情報を
市町村が各種行政サービスに活用

事実上、市町村
の各種行政サー
ビスに活用

基
礎
的
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
基
盤
の
確
立

【入管法】（国の事務）

・外国人の在留の許可
（在留資格、在留期間）

・不法滞在者の取締り

【外登法】（市町村の法定受託事務）

・登録の申請（新規・変更）

・外国人登録証明書の交付

・外国人登録原票の作成・管理

【入管特例法】（国の事務）

・特別永住者の法的地位
（永住資格等）の安定化

・特別永住許可（経由事務）（※）

【外登法は新入管制度に集約】

各種行政サービスに活用するための外国人の情
報を市町村が把握できなくなる

在
留
情
報
の
一
元
的
、
正
確
か
つ
継
続
的
な
把
握

【新入管制度】（国の事務）

・外国人の在留の許可（在留資格、在留期間）

・在留情報の届出（新規・変更）

・在留カードの交付

・不法滞在者の取締り

・住居地の届出（経由事務）

・住居地情報の在留カードへの反映

【新入管特例制度】（国の事務）

・特別永住者の法的地位（永住資格等）の安定化

・特別永住許可（経由事務）

・特別永住者証明書の交付（経由事務）

・住居地の届出（経由事務）

（※）法定受託事務
（※）

（※）



住民基本台帳制度の対象となる外国人の範囲について

＊ 観光目的など短期滞在者等を除く、適法に３ヵ月を超えて在留する外国人であって、
住所を有する者

対象者

○ 一時庇護許可者又は仮滞在許可者

・ 一時庇護許可者 … 難民の可能性のある者であって、一時的に上陸を許可された者
・ 仮滞在許可者 … 難民認定申請をした不法滞在者について、難民認定手続を進める上で、仮の滞在

を許可された者

○ 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

・ 出生又は日本国籍の喪失により本邦に在留することとなった外国人について、６０日を限り、在留資
格を有することなく適法に在留することができる。

※ 児童手当の支給など、出生のときから行政サービスの対象となりえる。また、国民健康保険など、日本国籍を有していたとき
から継続的に行政サービスの対象となりえる。

○ 中長期在留者（在留カード交付対象者）

しゅっしょう

○ 特別永住者

・ 本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者
① 三月以下の在留期間が決定された者
② 短期滞在の在留資格が決定された者
③ 外交又は公用の在留資格が決定された者
④ 前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの

＜入管法（改正後）第１９条の３＞

＜入管特例法第３条～第５条＞

＜入管法第１８条の２・第６１条の２の４＞

＜入管法第２２条の２＞



住民票イメージ（日本人の場合）

男

女

選挙人名簿 後期高齢者医療 国民年金

国民健康保険

介護保険
児童手当

　　　　年　　月　　日
　　　　年　　月　　日

得 ・ 種変 ・ 喪
得 ・ 種変 ・ 喪

１ ・ 任
１ ・ 任

　　　　年　　月　　日 　　　　年　　月
　　　　年　　月

支給終了

　　　　年　　月
　　　　年　　月

支給開始

退 ・ 被扶

資格取得

非該当年月日該当年月日
退職被保険者又

は被扶養者の別

　　　年　月　日　　　年　月　日退 ・ 被扶

　　　　年　　月　　日 　　　　年　　月　　日
平成２１年　４月　１日 　　　　年　　月　　日

平成２１年　４月　１日
　　　　年　　月　　日

住民となった
年月日

総務　一郎
世帯主との
続　　　柄

　　　年　月　日 　　　年　月　日

本人

資格喪失

　　　　年　　月　　日
　　　　年　　月　　日

資格取得

　　　　年　　月　　日
　　　　年　　月　　日

資格取得 資格喪失

資格喪失

　　　　年　　月　　日

住　　民　　票

平成２１年　４月　１日　　東京都千代田区霞が関１丁目１番１号　○○マンション１０１号

世帯主の
氏　　 名

前　住　所 　　平成２１年４月１日　　□□県□□市□□３丁目２番地１　から転入
平成２１年　４月　３日

届出

性別 住民票コード １３５・・・・・２４６生年月日 昭和１８年　２月　１日総務　一郎氏　　名

住　　　所

登録 　○

本　　　籍 筆頭者 総務　太郎　　東京都港区六本木１丁目２番地３号

備　　　考

　記号　　　　　　　　　　　番号　　　　　

資格得喪・種別変更

（注）住民票の様式は法定
されておらず、あくまで
イメージである。

塗りつぶし（黄色）
→外国人住民には適用
されない記載事項



外国人住民に係る住民票イメージ

男

女

中長期在留者
特別永住者
一時庇護許可者　・　仮滞在許可者
経過滞在者（ 出生　・　国籍喪失 ）

国民健康保険 後期高齢者医療 国民年金

介護保険
児童手当

資格得喪・種別変更

得 ・ 種変 ・ 喪
得 ・ 種変 ・ 喪

１ ・ 任
１ ・ 任

２００９年　４月　１日
　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日 　　　　年　　月　　日 　　　　年　　月 　　　　年　　月

支給開始 支給終了

資格取得 資格喪失

　　　　年　　月　　日

資格喪失

　　　　年　　月　　日 　　　　年　　月　　日
退 ・ 被扶

資格取得

非該当年月日該当年月日
退職被保険者又

は被扶養者の別

　　　年　月　日　　　年　月　日退 ・ 被扶

日本人の配偶者等在留資格

金田　太郎
世帯主との
続　　　柄

　　　年　月　日 　　　年　月　日

妻

資格喪失

　　　　年　　月　　日
　　　　年　　月　　日　　　　年　　月　　日 　　　　年　　月　　日

資格取得

　　　　年　　月　　日
　　　　年　　月　　日

２００９年　４月　１日

１２３・・・・・４５６生年月日 １９６０年　７月　８日KIM　EUNHEE

備　　　考

氏　　名

住　　　所

在留期間等

外国人住民
となった年月日

第３０条の４５
に規定する

区分 ３年
在留期間等の

満了の日
２０１２年　３月２９日

・・・・・・・・・
在留カード等

の番号

　　　　年　　月 　　　　年　　月

　記号　　２４６８　　　　　番号　　１１３３５５

国　籍　等

住　　民　　票

２００９年　４月　１日　　東京都千代田区霞が関１丁目１番１号　○○マンション２０２号

世帯主の
氏　　 名

前　住　所 　　２００９年４月１日　　□□県□□市□□３丁目２番地１　から転入
２００９年　４月　３日

届出

韓国

性別 住民票コード

（注）住民票の様式は法定
されておらず、あくまで
イメージである。

塗りつぶし（黄色）
→外国人住民特有の
記載事項

１ ２ ３

４ ５

６

○閲覧制度：日本人と同様に、①～④の４情報のみ開示
○交付制度：日本人と同様に、原則として①～⑥の６情報（基礎証明事項）を開示

※ 本人からの特別の請求がある場合等は、基礎証明事項以外の事項（世帯情
報や国籍等）についても記載して交付することが可能。



市町村Ａ

住民基本台帳

外国人

・上陸許可
・在留カード交付

空港等

入国

・氏名等の変更の届出
・在留資格の変更
・在留期間の更新

転入

在留カード等の提示

日本人 外国人

地方入管局

国民健
康保険

・・・

市町村Ｂ

転出・転入

住基台帳

転入通知
住所変更等に伴う住民
行政に関する手続のワ
ンストップ化（届出等の
簡素化）が可能

住民票の作成、
世帯ごとに編成

※法務大臣から通知

※住居地に係る通知等

外国人住民の動きと市町村及び法務省（入管局）との情報の流れ

外国人は別途市町村
への住民票の修正に
係る届出が不要

≪改正後イメージ≫

外国人は別途地方入
管局への住居地の変
更に係る届出が不要

児童
手当

国民
年金



在留外国人の入国から出国までの流れ

・外国人登録原票への登録
→写票を法務省へ送付
・外国人登録証明書の交付
（※）

市町村Ａ

・上陸許可

空港・港
（入国審査官）

・登録原票及び登録証明書に
変更後の居住地を記載（※）

・登録原票の閉鎖（※）

市町村Ｂ

・登録証明書返納

原票

現
行
制
度

新
制
度

・在留資格変更許可
・在留期間更新許可

地方入管局

登録原票の送付

登録原票送付請求

原票

住所の変更

在留情報の変更

・転入届 ①転出届
→住民票の作成 →消除
（自治事務）

・在留カードに住居地を記載
→法務省に住居地情報を通知
（法定受託事務）

・上陸許可
・在留カード交付
※住居地は未記載

・在留カード返納
②転入届 ・転出届
→住民票の作成 →消除
（自治事務）

・在留カードに変更後の
住居地を記載
→法務省に住居地情報を
通知（法定受託事務）

市町村Ｂ

・登録原票及び登録証明書
に変更後の在留資格・在留
期間を記載（※）

市町村

・在留資格変更許可
・在留期間更新許可

地方入管局

市町村Ａ
住所の変更

在留情報の変更

③転入通知

※は、法務省に変更内容等を報告（法定受託事務） 入管局と市町村へ
別々の手続が必要

＜入国＞ ＜出国＞

＜入国＞ ＜出国＞

修正事項を法務大臣から住所地市
町村長に通知
（外国人は市町村への届出不要）
→情報の正確性の確保

空港・港
（入国審査官）

空港・港
（入国審査官）

空港・港
（入国審査官）

：人の流れ
：入管法・外登法上の通知等
：住基法上の通知

出国した
旨の通知

出国した旨
の通知



外国人住民に係る住民票への移行措置

市町村

登録原票

仮住民票作成の要件

仮住民票

国保等
のデータ

入国管理局

入管
データ

基準日 施行日

一 当該市町村の外国人登録原票に登録さ
れていること

ニ 施行日において当該市町村の外国人住
民に該当する者であると見込まれること

住民基本
台帳

住民票

当該市町村において仮住民票が作成されていないが、施行の際現に外国人住民である者

施行日から１４
日以内に届出
義務あり
（附則第５条
第１項）

仮住民票は施
行日において
住民票になる
（附則第４条
第１項）

①基準日現在において、一、二
の要件のいずれにも該当する
者につき仮住民票を作成
（附則第３条第１項）

②仮住民票を作成し
た外国人に記載事
項を通知（第５項）

③記載の修正、
消除（第６項）

通知

①’基準日後に一、二の要件
のいずれにも該当した者につ
き、市町村長の判断により仮
住民票を作成（第２項）

・入国後、外国人
登録（新規登録）

③’記載の修正、
消除（第６項）

住民票

修正・消除

（例）

・在留資格の変更後の外
国人登録（変更登録）
・入管局から出国通知

仮住民票

②’仮住民票を作成
した外国人に記載事
項を通知（第５項）
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